
                                                                                          

　　　平成１６年　９月２２日　確認

　　　なお、新たな畜産環境保全に関する施策については、新市において調整する。

　２．畜産総合対策事業、生産総合対策事業等の国・県補助事業に対する新市の上乗せ率（補助

　３．現在実施中の、ほ場整備事業及び畑地帯総合整備事業については、現行のまま新市に引き

　　る。

　　継ぐ。

　　市が負担すべき公共性の高い道路・水路等の基準については、新市において速やかに調整す

農林水産関係事業の取扱いについて

　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　　松　岡　一　俊　　

協議第５０号－２　　農林水産関係事業の取扱いについて

  農林水産関係事業の取扱いについて提出する。

　　　　  平成１６年　７月２２日　提出

　　農林水産関係の諸事業については、合併関係四市町村の重要な基幹産業であり、新市におい

　ても引き続き、その振興を図るものである。

　　　新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施し、受益者負担軽減措置及び新

　　率）については、現行のまま新市に引継ぎ、新市において速やかに調整する。

  １．畜産環境保全施設（簡易堆肥舎等）の市町村単独事業については、現行のまま新市に引き

　　継ぐ。ただし、この事業対象は平成16年度に事業申請した者に限る。



菊池北部四市町村合併協議会

畜産環境保全（単独事業）について

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

調 整 の 内 容
１．畜産環境保全施設（簡易堆肥舎等）の市町村単独事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、この事業対象は平成16年度に事業申請した
　者に限る。
　　なお、新たな畜産環境保全に関する施策については、新市において調整する。

現 況

協 議 項 目農林水産関係事業の取り扱い 関 係 項 目

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

市
　
　
　
町
　
　
　
村
　
　
　
別
　
　
　
内
　
　
　
容

①単独事業の有無 有り 有り 有り 有り

②事業名 菊池市資源リサイクル畜産環境整備事業 七城町畜産環境整備対策事業 旭志村環境保全型畜産経営育成事業 １．泗水町堆肥センター補助金交付要綱

１．簡易低コスト堆肥舎設置事業 ２．泗水町簡易低コスト堆肥舎補助事業

③要綱 　　同　　　補助金交付要綱 　　同　　　実施要綱 　　同　　　実施要綱 　　同　　補助金交付要綱

２．消臭・脱窒対策簡易バッキ機設置事業

菊池市と同じ

に関する法律」の施行により、家畜排泄物の め畜産経営環境保全を図るとともに、耕種農

④目的 「家畜排泄物の管理の適正化及び利用の促進 畜産業における悪臭及び害虫の発生防止に努 菊池市と同じ

優良な堆肥の製造を行う堆肥舎等の整備に対 品質な農産物の生産による所得向上を図るた

適正な処理を行う等の畜産公害対策と併せて 家との連携による土づくり、及び安全かつ高

⑤補助の要件 　農業団体・農事組合法人 　共同利用による施設機械整備とする。 ＪＡ・農事組合法人・畜産農家を含む３戸 過去に国県町の補助適用を受けていない事

し補助を行う め、糞尿処理施設の建設を推進する。

畜産農家が1戸以上参加していること

⑥補助率 　事業費の１／３以内 　事業費の１／３以内 １．事業費の１／３以内で７２０千円を上限 １．３戸以上の共同堆肥センター及び機械施

　畜産農家を含む３戸以上の営農集団 　共同利用は畜産農家を含む3戸以上とする 　以上の営農集団

   補助上限　　１００万円 　補助上限　１００万円 ２．事業費の1/10以内で150千円を上限 　設の事業費に対し２５％の範囲以内

また、個人で畜環リース等の補助を受け借入

の場合は利子の５％以内の１０年間を補給

２．４分の１以内で１００万円が上限

⑦事業年度 平成13年度から平成17年度まで 期間について記載なし 平成13年度から平成17年度まで １．期間の記載なし

２．平成14年度～平成16年度まで

⑧実績 Ｈ１４実績　１件   １００万円 Ｈ１４実績　なし １．Ｈ１４実績　２件　１４４万円　 １．Ｈ１４実績　２件　１２９万

Ｈ１５実績　２件   ２００万円 Ｈ１５実績　なし 　　Ｈ１５実績　２件　　７０万円 　　Ｈ１５実績　４件　１４７万

　　Ｈ１５実績　２件　１１４万

２．Ｈ１５実績　２件　　３０万円 ２．Ｈ１４実績　３件　１５８万

⑨その他 堆肥舎等の固定資産税減免　 減免なし 菊池市と同じ 菊池市と同じ

　　１００分の５０（５年間）
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泗水町市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村

調 整 の 内 容
２．畜産総合対策事業、生産総合対策事業等の国・県補助事業に対する新市の上乗せ率（補助率）については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において
  速やかに調整する。

現 況

協 議 項 目農林水産関係事業の取り扱い 関 係 項 目

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

国・県補助事業について

菊池北部四市町村合併協議会
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菊池北部四市町村合併協議会

協 議 項 目農林水産関係事業の取り扱い 関 係 項 目

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

ほ場整備・畑総事業について

調 整 の 内 容

３．現在実施中の、ほ場整備事業及び畑地帯総合整備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。
  　新規事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施し、受益者負担軽減措置及び新市が負担すべき公共性の高い道路・水路等の基準について
  は、新市において速やかに調整する。

現 況

市 町 村 名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

①県営花房中央地区ほ場整備事業 ①県営花房中央地区ほ場整備事業 ①県営泗水高江地区ほ場整備事業

ほ場整備事業 ・着手年度　平成7年度 ・着手年度　　平成７年度 ・着手年度　　　　平成１２年度

・完了予定年度　平成17年度 ・完了予定年度　　平成１７年度 ・完了予定年度　平成１６年度

・地区面積　　　　２４㌶

・補助率 国50%　県30%　市10%　受益者10% ・補助率　国50% 県30% 町10% 受益者10% ・補助率　国50%　県30%　町10%　受益者10%

・地区面積１４６ha（内菊池市1１１ha）　　　・地区面積１４６ha（内七城町３５ha）

②県営花房北部地区ほ場整備事業 ②県営赤北地区ほ場整備事業 ②県営福本冨地区ほ場整備事業

・着手年度　　平成13年度 ・着手年度　　　平成９年度 ・着手年度　　　　平成１６年度

・完了予定年度　平成21年度 ・完了予定年度　　平成１７年度 ・完了予定年度　平成２０年度

・地区面積：1工区83ha 2工区12ha 3工区13ha　・地区面積　区画整理30.2ha　かん排22ha ・地区面積　　　　６０㌶

・補助率国50%　県30%　市10%　受益者10% ・補助率　国50% 県30% 町10% 受益者10% ・補助率　国50%　県30%　町10%　受益者10%

③県営加恵高島地区土地改良総合整備事業

・着手年度　　　　　平成１２年度

・完了予定年度　　平成１７年度

・地区面積　　　　　７６ha　

・補助率 国50% 県27.5% 町10% 受益者12.5%

①花房中部地区畑地帯総合整備事業 ①鞍岳東部地区畑地帯総合整備事業 ①花房中部地区畑地帯総合整備事業

畑総事業 ・着手年度：ー（採択申請中＝１６年度採択予定） ・着手年度　　昭和６２年度 ・着手年度：（採択申請中＝１６年度採択予定）

・完了年度：－ ・完了予定年度　　平成１９年度 ・完了年度：－

・地区面積：1５３ha（菊池市１３５ha） ・地区面積　　　９２ｈａ ・地区面積：１５３ha（泗水町１８ha）

・補助率　国50%　県30%　市10%　受益者10% ・補助率　国50％　県30％　村10％　受益者10％ ・補助率：国50%　県30%　町10%　受益者10%

・その他 ・その他

※菊池市・泗水町の連携事業である。 ②鞍岳西部２期地区畑地帯総合整備事業 ※菊池市・泗水町の連携事業である。

※現在の事業参加同意率は95.3% ・着手年度　　未定 ※現在の事業参加同意率は95.3%

※平成11年8月地元協議会設立　事業推進中 ・地区面積　約100ｈａ（農道・畑かん・水路） ※平成11年8月地元協議会設立　事業推進中

・補助率　国50％　県30％　村10％　受益者10％

・同意率　　　１７％　　　　 ②泗水地区畑地帯総合整備事業

・着手年度　　申請中

・完了予定年度　　－

・地区面積　　３００ｈａ（農道・畑かん・水路）

・補助率　国50％ 県30％　町10％　受益者10％

・同意率　　４２．２％　　



協議第５０号－２　農林水産関係事業の取扱い（参考資料）

１　「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に係る施設等の整備状況

3/12 5/10 6/4 6/18

ａ＋ｂ ａ 3/12 6/18 3/12 6/18 3/12 6/18 3/12 6/18 3/12 6/18 ｂ

菊池市 160 111 40 37 35 31 9 4 8 8 1 1 18 14 4 4

七城町 64 49 8 8 8 8 2 0 4 4 0 0 0 0 2 4

旭志村 199 189 46 42 41 36 14 0 5 5 2 0 15 12 10 19

泗水町 157 144 37 31 30 20 6 2 6 3 1 0 1 2 23 13

合　　計 580 493 131 118 114 95 31 6 23 20 4 1 34 28 39 40

※法対象農家 ※今後の計画

　　牛　：　飼養頭数が10頭以上の農家 ・各市町村による巡回指導・改善計画書の作成

　　豚　：　母豚10頭以上、又は飼養頭数が１００頭以上の農家 ・菊池振興局によるアンケート調査（最終）

　　鶏　：　２，０００羽以上飼養している農家（採卵・ブロイラー）

　　馬　：　飼養頭数が１０頭以上の農家

H16.6.18
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協議第５０号－２ 農林水産関係事業の取扱いについて  参考資料 

地 域 名 調   整   方   針 

菊池南部四町合併協議会 

１畜産振興については、当面、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、推進体制（組織等）及び関連補助金等については、 

新市において四町の地域特性や事情を勘案し、速やかに調整する。また、補助金の個人給付については、合併までに調 

 整し統一を図る。 

２農産振興については、当面、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、・・・（１畜産振興と同文のため省略） 

３環境保全型農業については、新市において四町の地域特性や事情を勘案し、速やかに調整する。 

４農業基盤整備事業については、国庫補助事業等を活用しながら新市において継続して実施する。また、町単独で行う土 

 地改良事業等についても、受益者と協議を図りながら継続して実施する。 

鹿本地域合併協議会 １国、県補助事業及び継続事業については、新市においても現行を基本に引き続き実施する。 

玉名地域 1市８町合併協議会 
１国・県補助事業については、新市においても引き続き実施する。 

２農業土木関係分担金は合併までに着手した事業については、旧市町の例による。 

南阿蘇３村合併協議会 
１農業土木関係事業については、新村建設計画と調整を図り、継続事業は現行のまま新村に引き継ぐ。 

２各種補助事業については、新村建設計画と調整を図り、継続事業は現行のまま新村に引き継ぐ。 

御船・甲佐合併協議会 
１現在実施している県営の土地改良事業やこの事業に関連する負担金については、農業経営の効率化及び生産性向上を図るため

に現行のまま新市に引き継ぐ。 

宇土・富合合併協議会 
１農林水産関係事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市においても引き続き実施す

る。 

天草上島４町合併協議会 

１国・県補助事業及び継続事業については、新市においても引き続き実施する。 

２新規事業については、新市建設計画に基づき、新市において調整する。 

３各種事業補助金制度については、新市においても実施するものとし、補助率等については合併までに統一する。ただし、現在 

活用していない制度については、合併時に廃止する。 

 




